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市
有
地
の
売
却

行
政
経
営
改
革
推
進
課
緯
運
９
１
８
０

　
市
が
所
有
す
る
土
地
を
売
却
し
ま
す
。

●
常
時
公
募
の
売
却
物
件

　
先
着
順
で
売
却
し
ま
す
。

申
込
方
法　
市
役
所
4
階
行
政
経
営

改
革
推
進
課
に
あ
る
申
込
要
項
ま

た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
、

申
込
用
紙
を
行
政
経
営
改
革
推
進

課
ま
で
持
参
で
。

一
般

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）

カ
ー
ド
の
臨
時
交
付
・
申
請

窓
口
の
開
設

市
民
課
緯
運
９
１
３
５

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
の
た

め
の
臨
時
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。
ま

た
、
当
日
は
窓
口
で
申
請
用
の
写
真

撮
影
を
無
料
で
行
い
ま
す
。
交
付
の

申
請
や
カ
ー
ド
の
受
け
取
り
が
ま
だ

の
人
は
、
ぜ
ひ
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

と　
き　
12
月
7
日
㈯
9
時
～
15
時

と
こ
ろ　
市
役
所
1
階
市
民
課

交
付
対
象　
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交

付
・
電
子
証
明
書
発
行
通
知
書
兼

照
会
書
」（
交
付
通
知
）
が
届
い

て
お
り
、
交
付
通
知
の
交
付
場
所

名
が
「
廿
日
市
市
役
所　
市
民

課
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
人

※
交
付
場
所
名
が
廿
日
市
市
役
所　

市
民
課
以
外
で
、
市
民
課
窓
口
で

カ
ー
ド
の
受
け
取
り
を
希
望
す
る

人
は
、
11
月
27
日
㈬
17
時
ま
で
に

交
付
通
知
に
記
載
さ
れ
て
い
る
各

支
所
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い

持
ち
物

カ
ー
ド
の
交
付
申
請
を
す
る
人

・
通
知
カ
ー
ド

・
印
鑑
（
ゴ
ム
製
不
可
）

・
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

カ
ー
ド
を
受
け
取
る
人

・
交
付
通
知
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の

※
15
歳
未
満
は
保
護
者
同
伴

住
民
票
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
に
旧
姓
（
旧
氏
）
が

併
記
で
き
ま
す

市
民
課
緯
運
９
１
３
５

　
住
民
票
に
旧
姓
を
併
記
す
る
た
め

の
請
求
手
続
き
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

過
去
の
戸
籍
上
の
氏
を
住
民
票
や
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
併
記
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
市
役

所
1
階
市
民
課
お
よ
び
各
支
所
住
民

異
動
担
当
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※
併
記
で
き
る
旧
姓
は
1
人
1
つ
の
み

請
求
手
続
き
に
必
要
な
物

・
戸
籍
謄
本
な
ど

※
当
該
旧
姓
の
記
載
さ
れ
て
い
る
戸

籍
（
除
籍
）
謄
本
か
ら
現
在
の
氏

が
記
載
さ
れ
て
い
る
戸
籍
謄
本
ま

で
の
全
て
の
戸
籍
謄
本
な
ど
が
必

要
で
す

・
印
鑑
（
ゴ
ム
製
不
可
）

・
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
通

知
カ
ー
ド

受
付
開
始
日　
11
月
5
日
㈫

家
屋
の
新
築
、
取
り
壊
し

な
ど
が
あ
る
場
合
は
申
告
を

課
税
課
緯
運
９
１
１
６

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
1
月
1
日

に
土
地
や
家
屋
な
ど
を
所
有
し
て
い

る
人
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
家
屋
に
関

し
て
は
、
状
況
を
調
査
し
て
課
税
す

る
た
め
、
新
築
、
増
築
、
取
り
壊
し
、

用
途
の
変
更
、
登
記
さ
れ
て
い
な
い

家
屋
の
納
税
義
務
者
の
変
更
が
あ
っ

た
場
合
は
、
市
役
所
2
階
課
税
課
で

申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、

法
務
局
で
登
記
手
続
き
を
し
た
場
合

は
、
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

住
宅
に
対
す
る
減
額
措
置

課
税
課
緯
運
９
１
１
６

　
地
震
災
害
に
よ
る
住
宅
（
併
用
住

宅
を
含
む
）
の
倒
壊
を
防
ぐ
た
め
の

耐
震
改
修
や
、
65
歳
以
上
の
高
齢
者

や
要
介
護
・
要
支
援
者
ま
た
は
障
が

い
の
あ
る
人
が
行
っ
た
バ
リ
ア
フ

リ
ー
改
修
、
断
熱
工
事
な
ど
の
省
エ

ネ
改
修
を
行
っ
た
場
合
、
要
件
を
満

た
す
と
建
物
に
か
か
る
固
定
資
産
税

が
減
額
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
減
税

措
置
を
受
け
る
場
合
は
、
申
告
が
必

要
で
す
。
詳
し
く
は
、
課
税
課
に
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

飲
用
井
戸
の
適
正
管
理

環
境
政
策
課
緯
運
９
１
３
２

　
飲
料
井
戸
の
設
置
者
は
、
自
ら
責

任
を
持
っ
て
衛
生
管
理
を
行
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。
不
衛
生
な
井
戸
水
を

飲
用
す
る
と
、
健
康
を
損
な
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
、
次
の
点
に
注
意

し
て
、
井
戸
水
の
安
全
確
保
に
努
め

て
く
だ
さ
い
。

●
施
設
を
清
潔
に

　
井
戸
の
周
辺
は
清
潔
に
し
、
汚
水

が
土
に
し
み
込
ま
な
い
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。
特
に
、
動
物
の
ふ
ん
尿
に

注
意
し
ま
し
ょ
う
。

●
水
質
検
査
で
安
全
確
認

新
し
く
井
戸
を
掘
っ
た
場
合　
使
用

前
に
水
質
検
査
（
原
水
全
38
項

目
）
を
行
い
、
水
質
に
問
題
が
な

い
こ
と
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

定
期
検
査　
毎
日
、
色
や
濁
り
、
臭
い
、

味
に
異
常
が
な
い
か
確
認
し
ま
し
ょ

う
。
年
に
1
回
は
水
質
検
査
（
一
般

11
項
目
）
を
実
施
し
ま
し
ょ
う
。

●
井
戸
水
が
汚
染
さ
れ
た
ら

　
水
質
検
査
の
結
果
、
井
戸
水
の
汚

染
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
、
直
ち

に
使
用
を
や
め
て
水
を
飲
ま
な
い
よ

う
利
用
者
に
知
ら
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
汚
染
の
原
因
を
調
査
し
、
原
因
を

取
り
除
い
た
後
は
、
使
用
の
再
開
前

に
水
質
検
査
を
実
施
し
、
安
全
を
確

認
し
て
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

●
水
質
検
査
機
関

　
水
質
検
査
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の

登
録
を
受
け
た
機
関
で
受
け
て
く
だ

さ
い
。
4
月
1
日
現
在
、
県
内
に
主

な
事
務
所
が
あ
る
機
関
は
次
の
と
お

り
で
す
。
検
査
費
用
な
ど
は
、
各
検

査
機
関
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

宝
く
じ
助
成
金
に
よ
る

備
品
な
ど
の
整
備

地
域
政
策
課
緯
運
９
１
３
７

消
防
本
部
総
務
課
緯
運
９
２
３
１

　
宝
く
じ
助
成
金
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

助
成
事
業
）
は
、（
一
財
）
自
治
総

合
セ
ン
タ
ー
が
実
施
す
る
全
国
自
治

宝
く
じ
の
社
会
貢
献
広
報
事
業
で
す
。

令
和
元
年
度
の
助
成
対
象
事
業
は
次

の
と
お
り
で
す
。

●
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
備
品
の
整
備

　
浅
原
の
未
来
を
創
る
会
（
一
般
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）　
丸
太
ベ
ン
チ
、
ノ
ー

ト
パ
ソ
コ
ン
、
テ
ン
ト
、
ス
ピ
ー

カ
ー
な
ど

●
集
会
所
の
建
設

　
ふ
じ
タ
ウ
ン
自
治
会
（
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
助
成
事
業
）　
集
会

所
の
建
設

●
消
防
団
活
動
備
品
の
整
備

　
災
害
活
動
な
ど
に
使
用
す
る
携
帯

無
線
機
10
台
を
整
備
し
ま
し
た
。
消

防
団
活
動
の
情
報
伝
達
に
役
立
て
ま

す
。

米
軍
機
目
撃
情
報

総
務
課
緯
運
９
１
０
０
・
姉
荏
１
０
５
９

　
市
民
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
米
軍
機
と

思
わ
れ
る
低
空
飛
行
の
目
撃
情
報
を
、

県
へ
提
供
し
て
い
ま
す
。
低
空
飛
行

を
目
撃
し
、
生
活
に
影
響
を
与
え
る

騒
音
被
害
を
受
け
た
と
き
は
、
市
へ

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
市
内
の
航
空

機
騒
音
測
定
記
録
を
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

連
絡
方
法　
総
務
課
、
各
支
所
地
域

づ
く
り
担
当
ま
で
電
話
ま
た
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
目
撃
情
報
調

査
票
」
に
記
入
し
、
フ
ァ
ク
ス
で
。

ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
目
撃

情
報
入
力
フ
ォ
ー
ム
」
か
ら
。

ウ
ッ
ド
ワ
ン
さ
く
ら
ぴ
あ

修
繕
に
伴
う
休
館

生
涯
学
習
課
緯
運
９
２
０
３

　
ウ
ッ
ド
ワ
ン
さ
く
ら
ぴ
あ
は
、
修

繕
の
た
め
次
の
期
間
で
休
館
し
ま
す
。

大
ホ
ー
ル　
11
月
11
日
㈪
～
29
日
㈮

小
ホ
ー
ル　
令
和
2
年
1
月
27
日
㈪
～

31
日
㈮

福
祉
・
介
護

児
童
扶
養
手
当
の
支
払
月
の

変
更

こ
ど
も
課
緯
運
９
１
３
０

　
令
和
元
年
8
月
支
払
い
ま
で
年
3

回
（
4
カ
月
分
）
だ
っ
た
支
払
回
数

を
年
6
回
に
見
直
し
、
奇
数
月
に
そ

れ
ぞ
れ
の
前
月
ま
で
の
2
カ
月
分
支

払
い
に
変
更
し
ま
す
。
11
月
支
払
期

は
経
過
措
置
の
た
め
、
8
月
分
～
10

月
分
の
3
カ
月
分
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

身
体
障
害
者
補
装
具
判
定
会

障
害
福
祉
課
緯
運
９
１
８
６

　
身
体
障
害
者
手
帳
を
持
つ
肢
体
が

不
自
由
な
人
の
補
装
具
の
判
定
会
を

行
い
ま
す
（
要
予
約
）。

と　
き　
令
和
2
年
1
月
9
日
㈭
13

時
～
14
時
受
け
付
け
（
14
時
～
受

付
順
で
判
定
）

と
こ
ろ　
山
崎
本
社	

み
ん
な
の
あ

い
プ
ラ
ザ

対
象
品
目　
車
椅
子
（
レ
デ
ィ
メ
イ

ド
な
ど
を
除
く
）、
電
動
車
椅
子
、

座
位
保
持
装
置
、
義
肢
、
装
具

申
込
方
法　
市
役
所
1
階
障
害
福
祉

課
ま
た
は
各
支
所
ま
で
。
身
体
障

害
者
手
帳
と
印
鑑
（
ゴ
ム
製
不

可
）
が
必
要
で
す
。

申
込
締
切　
12
月
13
日
㈮

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
の
減
免

障
害
福
祉
課
緯
運
９
１
５
２

　
次
の
条
件
を
満
た
す
場
合
、
申
請

す
る
と
申
請
月
か
ら
受
信
料
が
減
免

さ
れ
ま
す
。

全
額
免
除　
世
帯
員
が
身
体
障
害
者

手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
を
持
っ
て
お
り
、

世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税
の
場
合
。

半
額
免
除　
世
帯
主
で
あ
る
受
信
契

約
者
が
、
視
覚
障
が
い
・
聴
覚
障

が
い
の
あ
る
人
、
1
級
・
2
級
の

身
体
障
害
者
手
帳
、
Ⓐ
・
Ａ
の
療

育
手
帳
ま
た
は
1
級
の
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
の
い
ず
れ
か
を

持
っ
て
い
る
場
合

申
請
方
法　
市
役
所
1
階
障
害
福
祉

課
、
各
支
所
福
祉
担
当
ま
で
直
接
。

申
請
に
必
要
な
も
の

・
受
信
契
約
者
の
印
鑑
（
ゴ
ム
製
不

可
）

・
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
ま

た
は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

※
全
額
免
除
を
申
請
す
る
場
合
、
平

成
31
年
1
月
2
日
以
降
に
廿
日
市

市
に
転
入
し
た
世
帯
員
が
い
る
と

き
は
、
平
成
31
年
1
月
1
日
に
居

住
し
て
い
た
市
町
村
が
発
行
し
た

所
得
課
税
証
明
書
が
必
要
で
す

ス
ポ
ー
ツ

Ａ
Ｓ
Ｔ
Ｃ
ア
ジ
ア

ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
選
手
権

２
０
２
０
廿
日
市

ア
ジ
ア
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
推
進
室

緯
運
９
１
６
３

　
詳
し
く
は
、
大
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
エ
イ
ジ
（
一
般
）
エ
ン
ト
リ
ー

受
付
期
間　
11
月
7
日
㈭
～

●
大
会
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
募
集

受
付
期
間　
12
月
20

日
㈮
ま
で

検査機関名 住　所 問い合わせ
（一財）広島県環境保健協会 広島市中区広瀬北町9‒1 082‒293‒1511
東和環境科学株式会社 広島市中区舟入町6‒5 082‒297‒6111
株式会社エヌ・イーサポート 広島市西区己斐本町三丁目13‒16 082‒272‒9000
中外テクノス株式会社 広島市西区横川新町9‒12 082‒295‒2263
富士企業株式会社 広島市佐伯区楽々園四丁目6‒19 082‒923‒0188
株式会社日本総合科学 福山市箕島町南丘399‒46 084‒981‒0181
株式会社アサヒテクノリサーチ 大竹市晴海二丁目10‒22 0827‒59‒1800
株式会社中国環境分析センター 竹原市塩町一丁目3‒1 0846‒22‒2629
株式会社三井開発 東広島市八本松町原4792 082‒429‒3231

対象月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 1 月 2 月 3 月

変更前 8 月支払 12月支払 2月支払

変更後 5 月
支払 7月支払 9月支払 11月支払 1月支払 3月支払 5月

支払

■
水
道
料
金
納
期
納
付
書
で
の
支
払
い
は
、
12
月
2
日
㈪
ま
で
で
す
。
問
水
道
局
お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー

☎
荏
２
２
８
６

■
納
期
限 

12
月
2
日
㈪
国
民
健
康
保
険
税
5
期
、
介
護
保
険
料
5
期
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
5
期
、
保
育
料
11
月
、
延
長
保
育
料
11
月
、
留
守
家

庭
児
童
会
利
用
料
11
月
、
市
営
住
宅
使
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物件番号 4

所在・地番 物見東二丁目
2001番29

地　目 宅地

実測
面積

平方メートル 278.77

坪 84.33

売却価格（円） 5,150,000
※物件番号 1～ 3は欠番
申込資格　個人および法人
申込締切　令和 2年 6月30日㈫


